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　中田町の宝江小学校で４月8日、
入学式が開催されました。今年は男
子13人、女子2人の15人が入学。
ピカピカの新１年生は在校生や両親
が見守る中、名前を呼ばれると少し
緊張しながらも大きな声で返事をし
ていました。これからの小学校生活、
楽しみですね。
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病
院
事
業
の

効
率
的
な
運
営

を
図
る
た
め
、

経
営
管
理
部
お

よ
び
市
民
病
院

事
務
局
の
事
務

分
掌
を
見
直
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
３
課
６
係

体
制
か
ら
２
課
６
係
体
制
に
改
編

し
ま
し
た（
下
表
の
と
お
り
）。

医
療
局
経
営
管

理
部
総
務
課（
人
事
係
）
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２
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❸
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❻
❼
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☎

個人管理合併処理浄化槽寄附制度」は、個人管
理の合併処理浄化槽（専用住宅・一部店舗の併用住
宅）が市の基準を満たす場合、申し出により市に寄
付できる制度です。これにより、その合併処理浄化
槽を市の管理とし、今までの浄化槽管理費用に代わ
り下水道使用料を負担していただきます。制度がス
タートした平成 24 年度から現在まで 26 件の住宅で
活用されています。
　対象となるのは、公共下水道・農業集落排水事業
整備計画区域以外の浄化槽です。寄付の申し出をす
る場合は、建設部下水道課（市役所中田庁舎２階）に
備え付けの「浄化槽寄附申出書」（市ホームページ
からもダウンロード可）に必要事項を記入し、提出
してください。

❶保守点検および清掃が適正に行われていること

❷法定の検査の結果が適正であること
❸排水設備が適正に設置されていること
❹補修工事の必要がないこと

▶浄化槽ブロアの電気料金および浄化槽
使用料（下水道使用料）は使用者の負担となります▶
使用者と市の浄化槽敷地の使用貸借契約の締結が必
要です

建設部下水道課（事業管理
係）☎ 0220（34）2359
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総務部総務課（財産係）　☎ 0220（22）2091　

福島第一原子力発電所事故に伴う市内放射線の測定結果
市では、市民の安全・安心を確保するため、保育所や児童館などでも空間放射線を測定しましたので、
その結果をお知らせします。

測定方法／地上1㍍（園庭：地上50㌢）　 測定機器：簡易測定器　 単位：マイクロシーベルト毎時（1時間当りの放射線量）

※国の基本方針で示された、追加放射線量の長期的な目標は年間1ミリシーベルト。1時間当たりでは、地表から50㌢～1㍍の高さ
で、0.23マイクロシーベルトとなります。
※幼稚園・小中学校・社会教育施設などの測定結果については、広報とめ5月1日号でお知らせします。

市では、福島第一原子力発電所の事故に
伴う放射線量の影響について、定期的に
空間放射線量を測定しています。測定場
所は市消防署および消防署出張所や学
校、教育施設などです。測定結果は市ホー
ムページに掲載するとともに、市消防署
および消防署出張所の測定値を毎日メー
ル配信サービスにて配信しています。

【

市ホームページから登録する方法と、携
帯電話から右記の登録用メールアドレス
を入力して登録する方法があります。
無料
※ただし、登録やメール受信時の通信料
　や回線使用料は本人の負担となります。
総務部市長公室（広報広聴係）
☎ 0220（22）2090

登録用URL・
メールアドレス

■http://tomecity.mail-dpt.jp/（公開サイト）
■ tome@entry.mail-dpt.jp（仮登録用アドレス）

上記仮登録用アドレスを入力し、空メール
を送信してください。その後、仮登録完了
メールが送信されますので案内にしたがっ
て本登録してください。※右のQRコード
で携帯電話から読み取りもできます。

市民生活部環境課（生活環境係）　☎ 0220（58） 5553

水道事業所水道施設課（水質管理係）　☎ 0220 （52） 2640

市では、3月 24、25日に水道事業所7浄水場（保呂羽・石越・錦織水系・米谷水系・米川水系・楼台・大萱沢）の浄水（水
道水）について、東北緑化環境保全㈱に委託し放射能を測定しました。その結果、放射性物質は検出されませんでした。

▶
▶

▶
▶

死 ☎
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ちゃん
（津山町入沢・徹さん）

※（　　）内には申し出が
あった保護者の名前を掲載
しています。 ちゃん

（津山町本町一丁目・正義さん）

くん
（豊里町下町・龍二さん）

ちゃん
（豊里町上町・達弥さん）

くん
（豊里町東二ツ屋・知佳さん）

くん
（豊里町竹花・竜也さん）

くん
（豊里町浦軒・栄さん）

ちゃん
（津山町横山7・亘さん）

ちゃん
（津山町横山3・浩さん）

くん
（津山町横山9・千明さん）
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▶
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丹
精
込
め
て
育

て
あ
げ
た
春
の
野

草
を
、
ぜ
ひ
ご
鑑

賞
く
だ
さ
い
。

５
月
10
日
（
土
）・
11
日

（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
11

日
は
午
後
４
時
ま
で
）

道
の
駅
津
山
・
も
く
も

く
ラ
ン
ド
内
「
伝
習
館
」（
登
米

市
津
山
町
横
山
字
新
細
屋
24
）

五
葉
野
草
会　

会
長
＝
佐
々
木
清せ

い

司じ

☎
０
２
２
５（
６
８
）２
８
９
７

　

通
常
、
車
検
時
に
必
要
な
軽
自

動
車
の
納
税
証
明
書
の
有
効
期
限

は
、
課
税
年
度
の
翌
年
度
の
納
期

限（
４
月
末
日
）前
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
５
月
上
旬
に
車

検
を
受
け
る
場
合
、
金
融
機
関
が

休
み
と
な
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー

ク
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
年

の
軽
自
動
車
税
の
納
付
確
認
が
難

し
く
、
証
明
書
の
発
行
に
つ
い
て

ご
不
便
を
お
か
け
し
て
い
ま
し

た
。

　

そ
の
た
め
市
で
は
、
軽
自
動
車

の
車
検
期
日
が
５
月
上
旬
で
、
口

座
振
替
に
よ
り
納
付
す
る
人
に
つ

い
て
、
申
請
に
基
づ
き
前
年
度
の

納
税
証
明
書
の
有
効
期
限
を
延
長

し
ま
す
。

当
該
年
度
の
５
月

15
日
ま
で
延
長
す
る

各
総
合
支

所
市
民
課
ま
た
は
総
務
部
税
務
課

▼
申
請
時
の
軽
自
動

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
ワ
ー

ド
２
０
０
７（
平
日
コ
ー
ス
）

県
内
に
住
む
ひ
と
り
親

家
庭
で
、
全
日
程
受
講
可
能
な
人

６
月
４
日（
水
）

〜
７
月
18
日（
金
）各
水
・
金
曜
日

（
14
日
間
）県

母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

無
料

10
人

教
材
費
５
千
円
、

検
定
費
１
２
３
９
０
円

▼
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト

オ
フ
ィ
ス
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト（
Ｍ

Ｏ
Ｓ
）試
験
実
施
▼
３
歳
か
ら
小

学
３
年
ま
で
託
児
あ
り

５
月
１
日（
木
）〜

５
月
15
日（
木
）※
必
着

講
習
名
、
住
所
、

氏
名
、
連
絡
先
、
託
児
の
有
無
を

記
入
し
、
ハ
ガ
キ
ま
た
は
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

】

（
公
益
財
団
）県
母
子
福
祉
連
合
会

〒
９
８
３
―
０
８
３
２　

仙
台
市

宮
城
野
区
安
養
寺
３
―
７
―
３

☎
０
２
２（
２
５
６
）６
５
１
２

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用
）

　

市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
発

生
か
ら
約
１
カ
月
間
に
わ
た
る
震

災
対
応
活
動
や
関
係
団
体
の
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
を
記
録
し
た
「
震
災

記
録
誌
」
を
こ
の
ほ
ど
発
刊
し
ま

し
た
。

　

記
録
誌
は
、
市
内
の
公
民
館
や

図
書
館
、
総
合
支
所
に
設
置
す
る

ほ
か
、
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
自

治
体
や
関
係
団
体
に
お
配
り
し
ま

し
た
。
ま
た
、
多
く
の
皆
さ
ん
が

ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

記
録
誌
に
つ
い
て
は
今
後
、
一

般
向
け
の
販
売
を
計
画
し
て
お

り
、
準
備
が
整
い
次
第
「
広
報
と

め
」
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

総
務
部
防
災
課

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
３
０

くん
（津山町横山2・寿博さん）

くん
（津山町横山6・直史さん）

❶
応
募
資
格
＝
県

内
の
高
校
に
在
学
す
る
高
校
生
ま

た
は
市
内
に
在
住
す
る
高
校
生

❷
作
品
規
定
＝
▼
１
年
以
内
に
制

作（
模
写
な
ど
を
除
く
）し
た
油

彩
画
、
水
彩
画
、
日
本
画
、
版
画

な
ど
で
、
壁
面
に
展
示
可
能
な
も

の
▼
キ
ャ
ン
バ
ス
サ
イ
ズ
は
20
号

〜
30
号
、
パ
ネ
ル
サ
イ
ズ
は
Ｂ
２

判
〜
Ａ
１
判
と
す
る
▼
作
品
は
額

装
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
奥
行

き
は
６
㌢
以
内（
額
縁
含
む
）と
す

る
▼
展
示
は
ワ
イ
ヤ
と
フ
ッ
ク
を

使
用
す
る
た
め
、
作
品
裏
側
15
㌢

程
度
の
と
こ
ろ
に
、
ヒ
ー
ト
ン
を

木
枠
の
内
側
に
取
り
付
け
ワ
イ
ヤ

か
ひ
も
を
張
り
、
作
品
の
裏
面
右

上
に
出
品
申
込
書
の
写
し
を
必
ず

貼
付
し
、
搬
入
し
て
く
だ
さ
い

❸
出
品
点
数
＝
１
人
１
点
に
限
る

（
作
品
の
共
同
制
作
は
不
可
）

❹
出
品
料
＝
無
料

❺
そ
の
他
＝
作
品
の
取
り
扱
い
お

よ
び
整
理
に
は
慎
重
を
期
し
ま
す

が
、
不
慮
の
損
害
に
つ
い
て
主
催

者
は
一
切
そ
の
責
任
を
負
い
ま
せ

ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
審
査
の
方
法
、

陳
列
お
よ
び
飾
り
付
け
な
ど
に
つ

い
て
は
、
す
べ
て
主
催
者
に
一
任

し
て
異
義
の
な
い
こ
と
を
ご
了
承

く
だ
さ
い

４
月
22
日（
火
）〜

５
月
６
日（
火
）　出

品
申
込
書
に
必

要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
原
則

と
し
て
学
校
ご
と
に
ま
と
め
、
教

育
委
員
会
生
涯
学
習
課
に
郵
送
ま

た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。登

米
祝
祭
劇
場
（
小

ホ
ー
ル
）

５
月
29
日（
木
）〜

６
月
１
日（
日
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
６
時（
１
日
は
午
後
３
時
ま

で
）

無
料

▼
登
米
大
賞
・
県
知
事

賞
１
点
▼
優
秀
賞
２
点
▼
優
良
賞

３
点
▼
佳
作
５
点
程
度

６
月
１
日（
日
）午
後

３
時
30
分
か
ら　

登
米
祝
祭
劇
場

（
小
ホ
ー
ル
）

教

育
委
員
会
生
涯
学
習
課（
文
化
振

興
・
文
化
財
保
護
係
）

〒
９
８
７
―
０
６
０
２　

登
米
市

中
田
町
上
沼
字
西
桜
場
１
８
番
地

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
６
９
８

０
２
２
０（
３
４
）２
５
０
４

車
税
が
口
座
振
替
で
あ
る
こ
と
▼

前
年
度
ま
で
納
付
期
限
内
に
納
め

ら
れ
て
い
る
こ
と

総
務
部
税
務
課

（
市
民
税
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
６
３
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（携帯電話版ホームページ） （防犯や防災、イベント・市政に関する情報をメールでお届けします。）
http://tomecity.mail-dpt.jp/

診療時間　午前９時～午後５時
休日・夜間診療案内 ☎ 0229 (24) 2267（24時間）
第２次診療　登米市民病院 ☎ 0220 (22) 5511

登米市医師会 ☎ 0220（22）2084

◉診療時間　午前９時～午後５時

市民生活部健康推進課（健康推進係）
☎0220（58）2116

眠れない、気分が落ち込む、イライラする
人との付き合いがおっくうだ
家庭や職場、学校などで対人関係がうまくいかない
お酒がやめられない
精神疾患を抱えている本人や家族、関係者
大切な人を自死で亡くしたなど

5月の「こころの相談」
　

　　 

☎

▶

▶
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